
函館市奨学金返還支援事業について 

（支援対象者向けＱ＆Ａ） 

 

Ｑ１  函館市内に住所はありませんが，対象になりますか。  

 

Ａ１  対象者の要件の一つとして，若者応援企業に正職員として令和６年４月１日

以後に新規採用された方で，「採用日」において，函館市内に住所を有する方

が対象となります。住所を有することを証明する書類として，認定申請時に住

民票の写し等を提出いただきます。 

   ※「採用日」までに函館市内に住所を定めることができないやむを得ない事

情がある場合は，函館市経済部雇用労政課奨学金返還支援事業担当者  

（０１３８－２１－３３０９）までご相談ください。  

 

Ｑ２  若者応援企業に正職員として令和６年４月１日付で新規採用され，本事業

の支援を受けたいと思っていますが，令和６年９月まで奨学金の返還が猶予さ

れる状況です。返還開始後支援を受けることはできますか。  

 

Ａ２  採用日から 30 日以内（４月中）に市に認定申請を行い，決定となりました

ら支援対象となります。 

   詳しくは，市ホームページ 

https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2023072100018/ 

に記載の「■事業の流れ  支援対象者はこちら」をご参照願います。  

 

Ｑ３  若者応援企業に正職員として採用され，本事業の支援を受けたいと思って

いましたが，手続きを行わないまま採用日から３０日が経過してしまいました。

この場合は，支援対象者として認定を受けることはできないのでしょうか。  

 

Ａ３  採用日から 30 日以内に支援対象者としての認定を受けることが支援の要件

となりますので，申請の意思がある場合は，若者応援企業の担当者様と協力の

うえ，期限内に必要書類を提出していただくようお願いします。なお，期限内

に申請ができなかったことに「真にやむを得ない事情」がある場合については，

若者応援企業の担当者様を通じて，市に別途ご相談ください。  

 

Ｑ４  年齢制限はありますか。 

 

Ａ４   支援を受けようとする年度の末日（令和６年度の場合，令和７年３月３１

日）における年齢が３４歳以下の方が対象となります。  

https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2023072100018/files/sienntaisyousya.pdf


 

Ｑ５  支援額はどのように計算するのですか。  

 

Ａ５  例として，毎月の返還額が 15,000 円の場合 , 

   市 ＝返還額の１／３  ＝月５，０００円が支援額となります。 

   企業＝返還額の１／３以上＝月５，０００円以上が支援額となります。  

 

   ※ただし，介護・保育職に従事する対象者については，  

    市＝返還額の２／３   ＝月１０，０００円が支援額となります。 

   ※千円未満は切り捨てとなるため，毎月の返還額が 16,000 円の場合， 

    市 ＝返還額の１／３≒5,333 円＝月５，０００円が支援額となります。 

    企業＝返還額の１／３以上≒5,333 円＝月５，０００円以上が支援額とな 

ります。 

   ※奨学金の繰上返還を希望する場合は，若者応援企業の担当者様を通じて，

事前に市にご相談ください。 

 

Ｑ６  支援対象者として認定後，市の支援額が支給になるのはいつですか。  

 

Ａ６  市は，半年毎（上半期：４～９月，下半期：１０～３月）に，対象者が奨学

金を返還した実績を確認し，その後に支援金を交付します。 

 

例）令和６年４月１日付採用（中途採用），４月 20 日付認定申請，５月１日付

認定となった方にかかる事業の流れ 

   ■支援対象者 

    令和６年４月から９月までの返還額を支払った※あと， 

市が定める様式（函館市奨学金返還支援事業交付申請兼実績報告書）等を 

勤務する若者応援企業担当者様と協力のうえ作成する。 

    ※日本学生支援機構に対して，勤務する若者応援企業が代理返還する場合は除く。 

   ■若者応援企業 

    企業支援分※（令和６年４月から９月までの返還額に対する１／３以上の

額）を支援対象者に支払う（支払方法・支払時期等については，企業ごとに

異なるため，各企業担当者様にご確認願います。） 

※介護・保育職に従事する対象者については，企業に負担は求めません。（市が返還額に対する  

２／３を支援します） 

   ■函館市 

    若者応援企業担当者様から提出のあった書類（函館市奨学金返還支援事業  

交付申請兼実績報告書等）で下記内容を確認のうえ，令和６年４月から９ 

月までの返還額に対する１／３（介護・保育職は２／３）に相当する額を 

支援対象者へ交付する。 



   ・支援対象者が令和６年４月から９月までの返還額を支払った実績があるこ

と。 

   ・若者応援企業が令和６年４月から９月までの返還額に対し１／３以上の支 

援※を支援対象者へ行っていること。 

※介護・保育職に従事する対象者を雇用した場合は，企業に負担を求めないため除く   

    

Ｑ７  若者応援企業に新規採用となり，採用日が令和６年４月１日の場合，令和

６年４月に返還した分から対象となりますか。  

 

Ａ７  採用日から 30 日以内（４月中）に市に認定申請を行い，決定となりました

ら対象となります。詳しくは，市ホームページ 

https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2023072100018/ 

に記載の「■事業の流れ 支援対象者はこちら」をご参照願います。  

 

Ｑ８  若者応援企業に新規採用となり，採用日が令和６年４月１５日の場合，令

和６年４月に返還した分から対象となりますか。  

 

Ａ８  採用日以後の日数が月の総日数（４月だと３０日）の１／２以上であるか否

かで判断いたします。 

［今回の場合］ 

A ４月の総日数（３０日）×１／２＝１５日  ※小数点以下は切り捨て 

B 採用日１５日～３０日＝１６日 

A≦B となるため，４月分は対象となります。  

 

［採用日が４月１７日の場合］ 

A ４月の総日数（３０日）×１／２＝１５日 ※小数点以下は切り捨て 

B 採用日１７日～３０日＝１４日 

A≧B となるため，４月分は対象外となります。 

 

Ｑ９  若者応援企業に勤務し，本事業の支援を受けていますが，令和６年１２月

１５日付（退職日）で退職しました。令和６年１２月返還分は対象となります

か。 

 

Ａ９  退職日の翌日（１２月１６日）が資格喪失日となり，資格喪失日の属する月

（１２月）の返還分は対象外となります。 

なお，１２月３１日付（退職日）で退職した場合，資格喪失日は翌日１月１

日となるため，１２月返還分は対象となります。  

市が支援対象者として認定した内容に変更が生じた場合は，速やかに「支援

対象者変更届」にて報告願います。 

https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2023072100018/
https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2023072100018/files/sienntaisyousya.pdf


 

Ｑ10 函館市内に本店（本社）がない若者応援企業の市内支店に勤務し，本事業

の支援を受けていますが，函館市外の支店に令和６年１０月１日付で異動とな

りました。引き続き支援を受けることはできますか。  

 

Ａ10 函館市内に本店（本社）がない若者応援企業に新規採用され，本事業の支援

を受ける場合，就業地域は函館市内であることが要件となっております。 

やむを得ない理由により，市外の支店に異動となった場合は，異動日（１０

月１日）もしくは函館市外に新たに住所を定めた日（住民票記載日）のどち

らかのうち早いほうが，資格喪失日となり，資格喪失日の属する月（１０月）

の返還分より対象外となります。 

市が支援対象者として認定した内容に変更が生じた場合は，速やかに「支援

対象者変更届」にて報告願います。 

 

Ｑ11 若者応援企業に勤務し，本事業の支援を受けていますが，引越しをするこ

ととなり，令和６年１２月１５日付で函館市外に新たに住所を定めました。  

令和６年１２月返還分は対象となりますか。  

 

A11 A９同様，函館市外に新たに住所を定めた日（住民票記載日）が資格喪失日

となり，資格喪失日の属する月（１２月）返還分から支援対象外となります。 

 

Ｑ12 令和６年３月３１日時点で，既に若者応援企業に採用され勤務しており，

奨学金の返還をしています。本事業の支援を受けるため，令和６年３月３１日

付で一旦退職し，同じ若者応援企業に令和６年４月１日付で新規採用された場

合，対象となりますか。  

 

Ａ1２  新規採用を原則対象としておりますが，安易な離職を防止する観点から，

主に本事業を利用することを目的とした転職（同一企業への新規採用を含む）

については対象外となります。 

本ケース以外にも，対象外となるケースが想定されるため，個別のケース

について，対象の可否が不明な場合は，函館市経済部雇用労政課奨学金返還

支援事業担当者（０１３８－２１－３３０９）までお問い合わせください。  


